
 
 
 
 
 

ＩＤＥ大学協会規約 

 

第１章 総 則 

第１条     この団体は、ＩＤＥ大学協会といい、ＩＤＥと略称する。 
この団体の英文名称は“Institute for Development of Higher Education”とす
る。 

第２条     この協会の事務所を〒105-0003 東京都港区西新橋 2-16-1 におく。 
 

第２章 目的および事業 

第３条     この協会は、わが国の大学を中心とする高等教育の充実と発展に資すること
を目的とする。 

第４条     この協会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。 
  (1) 機関誌「ＩＤＥ‐現代の高等教育」の刊行 
  (2) 大学・高等教育に関するセミナー・研究会の開催 
  (3) 大学・高等教育に関する内外の資料の収集及び調査 
  (4) その他、この協会の目的を達成するために必要な事業 

 

第３章 会 員 

第５条      この協会の趣旨に賛同し、その事業に積極的に貢献しようとする個人およ
び機関をもって会員とする。 

          入会を希望する者は、所定の入会申込書を会長宛送付し、会長の承認を
経て入会するものとする。 

          会員は、維持会員、機関会員および学生会員とする。 
第６条      維持会員は年額 10,000 円以上、機関会員は年額 35,000 円以上、学生

会員は年額 7,000 円の会費を納入するものとする。会員は、機関誌『ＩＤＥ‐
現代の高等教育』の配布を受けるほか、この協会の行う事業に参加すること
ができる。 

第６条の２   会員の会費の納入が遅れ督促しても納入されない場合は、その会員は
休会とし、機関誌の送付を停止する。会費が納入された場合には、直ちに
休会を解除する。 

 第６条の３   会員が退会を申し出た場合は退会を認める。但し、その会員に未納会費
がある場合には、それを納付しなければならない。 

              相当の理由が無くて一年以上休会が継続した会員は、退会したものとみ
なす。但し、未納会費は納入しなければならない。 

 

第４章 役員、顧問、参与、および職員 

第７条     この協会にはつぎの役員をおく。 
            理 事 20 名以上 30 名以内（うち会長 1名、副会長 1名） 
            監 事  2 名 

 

 

   第２７期ＩＤＥ大学協会 役員名簿  

   (2006.7.1～2008.6.30) 

 

顧 問 天城  勲 
会 長 森   亘（財団法人医療科学研究所理事長） 
副会長 大﨑  仁（人間文化研究機構機構長特別顧問） 
理 事 佐伯  浩（北海道大学長、北海道支部長） 

         井上 明久（東北大学長、東北支部長） 
         平野 眞一（名古屋大学長、東海支部長） 

        松本 紘（京都大学長、近畿支部長） 
         浅原 利正（広島大学長、中国四国支部長） 

    有川 節夫（九州大学長、九州支部長） 
麻生  誠（放送大学名誉教授） 

         天野 郁夫（東京大学名誉教授） 
安西祐一郎（慶応義塾塾長） 
飯野 正子（津田塾大学長） 
大江 淳良（ユニバーシティ・アクティブ代表取締役）

        絹川 正吉（国際基督教大学名誉教授） 
      黒羽 亮一（大学評価・学位授与機構名誉教授） 

      河野伊一郎（国立高等専門学校機構理事長） 
       小林 俊一（秋田県立大学長） 
       小林陽太郎（富士ゼロックス相談役最高顧問）  

後藤 祥子（日本女子大学長） 
      佐々木 毅（学習院大学教授、前東京大学総長） 

      佐藤 禎一（東京国立博物館館長） 
         清水  司（東京家政大学理事長） 
        末松 安晴（国立情報学研究所顧問） 
         松尾  稔（（財）名古屋都市センター理事長） 

           
 監 事 佐野文一郎（日本工芸会理事長） 

 藤田 幸男（早稲田大学名誉教授） 



 

第 8条     理事および監事は、理事会において会員のなかから選出する。ただ 
し、支部長はその在任期間中、職務上、本部理事となる。 
会長および副会長は理事の互選により選出する。 

第 9 条     会長は、この協会を代表し、会務を総理する。 
副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、または会長が欠けたと

きは、会長の職務を代理する。 
理事は、理事会を構成し、この協会の業務を議決し、執行する。 

第 10 条    監事は、この協会の業務および経理の状況を監査し、その結果を理事
会に報告する。 

第 11 条    役員の任期は 2年とし、再任を妨げない。 
補欠または増員による役員の任期は、前任者または現任者の残任期間
とする。 
役員は、任期終了後でも後任者が就任するまでは、なおその職務を行
う。 

第 12 条    役員は、実費の弁償を受けることができる。 
第 13 条    多年にわたりこの協会の事業にとくに功労のあった者を、顧問または参

与に推す。 
第 14 条    この協会の事務を処理するために、次の職員をおく。 
             事務局長  1 名      事務職員 若干名 
           職員は会長が任免する。 
           職員は有給とすることができる。 

 

第 5 章 支 部 

第 15 条    この協会は理事会の議決を経て、地方における事業実施の主体とし
て、必要の地に支部をおくことができる。 

第 16 条    支部には支部長を 1名おく。 
第 17 条    支部の規約および役員は支部ごとに定め、会長に報告するものとする。

 

第 6 章 理事会及び委員会 

第 18条    理事会は毎年1回、会長が招集する。ただし、会長が必要と認めた場合
または理事現在数の 3分の 1以上から、会議に付議すべき事項を示して
理事会の招集を請求されたときには、その請求があった日から 60 日以内
に臨時理事会を招集しなければならない。 
理事会の議長は、会長とする。 

第 19 条    理事会は、理事現在数の 2分の 1以上の者が出席しなければ、その議
事を開き議決することができない。ただし、当該事項につき書面をもってあ
らかじめ意思を表示した者は、出席者とみなす。 
理事会の議事は、この規約に別段の定めがある場合を除くほか、出席

理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによ
る。 

第 20 条    理事会は、次の事項を議決し、執行する。  
(1) 事業計画および収支予算についての事項 
(2) 事業報告および収支決算についての事項 
(3) 会費に関する事項 
(4) その他、この協会の業務に関する重要事項で理事会において
必要と認められるもの。 

1980/10/18  会費改定 

1989/10/21  会費改定 

1997/07/15  事務所所在地の変更 

2005/10/01  名称、目的等の変更 

2006/10/01  学生会員の会員種別新設 

2006/10/01  通常会員の新規加入中止 

2008/01/01  通常会員の維持会員への変更 

[付記：規約改定の経緯]  
1954/07/01  規約の制定 

1955/12/23   会計年度変更 

1956/06/30  名称の変更／支部の設置 

1958/05/29   会費制度の導入 

1962/07/24  顧問の設置 

1972/07/22  規約の全面改定 

1974/04/06  会友費・会費の一部改定 

1977/10/01   会費改定 

附則(2007 年 6 月 23 日改正分) 

１． この改正は、2008 年 1 月 1日から施行する。 

２． 2006年 9月 30日に通常会員であった者については、第５条第３項および第６条

第１項の規定にかかわらず、2008年1月1日以降、当該会員の会費納入済み期間

が終了するまでの間、改正前の規定によるものとし、同期間終了後は、当該会員の

同意を得て、会員資格を維持会員に変更するものとする。 

[2008.8.19] 

第 21 条     理事会では議事録を作成し、これを保存する。 
第 22 条     この協会に運営委員会を設ける。 

運営委員会は、理事会の議案の策定、理事会の決定の執行、その
他この協会の運営に関する重要事項について審議し会長を補佐する。 
運営委員会の委員は理事その他の会員の中から、会長が委嘱す
る。 

第 23 条     この協会に編集委員会を設ける。 
編集委員会は、機関誌の編集を行う。 
編集委員会の委員は、理事その他の会員の中から会長が委嘱する。 

 

第 7 章 会 計 

第 24 条     この協会の経費は、会費、委託金、寄付金、事業に伴う収入、および
その他の収入によって支弁する。 

第 25 条     会計年度は、毎年 7月 1日に始まり、翌年 6月 30 日に終わる。 

 

第 8 章 規約の変更および解散 

第 26 条     この規約は、理事会において出席者の過半数の同意を得なけれ
ば変更できない。 

第 27 条     この協会の解散については、理事現在数の 3分の 2以上の議決
を経なければならない。 

第28条     この協会の解散に伴う残余財産は、理事現在数の3分の2以上の
議決を経て、この協会と類似の目的をもつ公益団体に寄付するもの
とする。 
 

以 上 


